
◎特許法等の一部を改正する法律 
（平成一五年五月二三日法律第四七号）   

一、提案理由（平成一五年四月一五日・衆議院経済産業委員会） 

○平沼国務大臣 まず、特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由

及び要旨を御説明申し上げます。 

 この法律案は、知的財産の迅速かつ的確な保護の要請に対処するため、特許法等の産

業財産権関係法律について、特許関係料金の改定その他料金納付に係る制度の見直し、

審判制度の合理化、その他特許等産業財産権に係る制度の改善等、所要の改正を行うも

のであります。 

 また、本法律案は、昨年七月に決定された知的財産戦略大綱を受け、産業構造審議会

知的財産政策部会における慎重な審議の結果、本年二月に取りまとめられた結果を踏ま

えて作成したものであり、知的財産立国を実現するための所要の改正の一つであります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一は、特許関係料金の改定を行うものであります。出願者間の費用負担の不均衡を

是正するとともに、適正な審査請求行動を促進するためには、戦略的な特許取得を奨励

する料金体系への移行を図る必要があります。このため、特許一件当たりの取得及び維

持に必要な総費用の軽減を図るべく、特許料及び特許出願の手数料を引き下げる一方、

出願審査の請求の手数料を引き上げます。また、特許出願の取り下げ等があった場合に

出願審査の請求の手数料の一部を返還する制度を導入します。さらに、産業技術力強化

の観点から、公的研究機関等に対する特許料及び審査請求手数料等の減免措置の見直し

を行います。 

 第二は、迅速かつ的確な紛争処理を実現するため、異議申し立て、審判及び審決取り

消し訴訟に係る制度の見直しを行うものであります。具体的には、特許異議の申し立て

を特許無効審判と統合する一方、特許無効審判を請求できる者の範囲を拡大します。ま

た、特許無効審判の審決取り消し訴訟係属中の訂正審判を請求することができる期間を

制限するとともに、当該訴訟中に訂正審判が請求された場合等に裁判所が事件を無効審

判に差し戻すことを可能とする制度を導入します。 

 第三は、国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減し、その円滑化を図るため、特許

制度の国際的調和を進める等の必要な改正を行うものであります。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

……………（略）…………… 

 何とぞ、この二つの法律案について、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願

いを申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一五年四月二四日） 

○村田吉隆君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 



 まず、特許法等の一部を改正する法律案につきましては、特許関係料金の改定その他

料金納付に係る制度の見直し等を行うものであります。 

……………（略）…………… 

 本委員会においては、去る十五日、三法律案に関し平沼経済産業大臣及び福田国務大

臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。昨日、各案について質疑を行い、

質疑終局後、討論を行い、特許法等の一部を改正する法律案につきましては、採決の結

果、賛成多数をもって、不正競争防止法の一部を改正する法律案及び不当景品類及び不

当表示防止法の一部を改正する法律案につきましては、それぞれ採決を行った結果、全

会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、特許法等の一部を改正する法律案及び不正競争防止法の一部を改正する法律案

の両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年四月二三日） 

 政府は、知的財産創造の一層の推進とその適切な保護・活用を図ることにより、我が

国の国際競争力を高めることが喫緊の課題であることにかんがみ、本法施行に当たり、

次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。 

一 特許権等の的確かつ迅速な権利付与を実現するため、特許審査官の大幅な増員、外

部人材の活用や先行技術調査におけるアウトソーシング機関の一層の活用など、更な

る審査体制の整備強化に努めること。 

二 我が国産業の基盤である中小企業者の特許出願を支援する観点から、海外の減免措

置制度の状況なども勘案し、減免措置の抜本的見直し等を含めた中小企業者に対する

支援体制の強化及び支援措置の周知徹底に努めること。 

三 特許審査請求料を含めた特許関係料金体系は、我が国産業の国際競争力にかかわる

問題であるので、附則の見直し期間にかかわらず、施行状況を見つつ、適宜見直し、

検討を行うこと。 

四 特許権者の実質的な経済的負担を軽減するとの観点から、特許料については、今後

の特許権の保有の実態、欧米における料金の動向等を踏まえて、引き続き検討を行い、

必要があれば柔軟に見直すこと。 

五 出願人による先行技術調査の充実を図るため、例えば、出願人が審査請求前に調査

報告書を入手できる制度や、十分な先行技術調査を伴っている場合には審査請求料を

減額する制度等も含めた所要の対策について、産業競争力の強化への効果、出願人の

意見等を十分に勘案しつつ、検討すること。 

六 審査請求期間の三年への短縮による審査請求件数の一時的急増に対処するため、審

査待ち期間の長期化を防止するための対応を十分に検討すること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一五年五月一六日） 

○田浦直君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、経済産業委員会におけ



る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、特許法等の一部を改正する法律案は、出願者間の費用負担の不均衡を是正する

ため、特許関係料金の改定等を行うとともに、迅速かつ的確な紛争処理を実現するため、

異議申立て制度と無効審判制度とを一本化する等の措置を講じようとするものでありま

す。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、以上の三法律案を一括して議題とし、特許関係料金制度の在

り方、特許審査体制の充実、営業秘密保護の実効性の確保、不当表示規制強化の必要性

等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より特許法

等の改正案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決に入り、まず、特許法等改正案は多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して八項目の附帯決議を行いました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年五月一五日） 

 政府は、知的財産創造の一層の推進とその適切な保護・活用を図ることにより、我が

国の国際競争力を高めることが喫緊の課題であることにかんがみ、本法施行に当たり、

次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 特許権等の的確かつ迅速な権利付与を実現するため、特許審査官の大幅な増員、外

部人材の活用や先行技術調査におけるアウトソーシング機関の一層の活用など、更な

る審査体制の整備強化に努めること。 

二 我が国産業の基盤である中小企業者やベンチャー企業を支援する観点から、海外の

減免措置制度の状況なども勘案し、個人を含めた中小企業に対する特許関係料金の使

いやすい減免措置等、支援体制の強化及び支援措置の周知徹底に努めること。 

三 特許審査請求料を含めた特許関係料金体系は、我が国産業の国際競争力にかかわる

問題であるため、出願人のトータルとしての実質的な経済的負担を軽減するとの観点

から、附則の見直し期間にかかわらず、欧米における料金の動向等を踏まえて適宜見

直し、検討を行うこと。 

四 出願人が出願後審査請求前に調査報告書を入手できてそれにより自発的に審査請求

の要否を判断できる制度や、十分な先行技術調査を伴っている場合には審査請求料を

減額する制度等も含めた所要の対策について、審査負担軽減への効果、出願人の意見

等を十分に勘案しつつ、検討すること。 

五 審査請求期間の三年への短縮による審査請求件数の一時的急増に対処するため、審

査待ち期間の長期化を防止することを可能とする対策を十分に検討すること。 



六 実用新案制度について、存続期間の延長、保護対象の拡大等を含めた見直しを早急

に検討すること。 

七 電子政府の推進の観点から、特許に関しても、インターネット上での特許関連手続

や特許関係料金の電子納付を早期に可能とするなど、出願人の利便性の向上に努める

こと。 

八 職務発明規定の見直しに際しては、我が国の産業競争力の強化という基本的視点に

立って、発明者の研究開発意欲の一層の増進と、相当の対価の確定性の向上による使

用者の経営安定等の観点から、発明者と使用者のバランスに配慮して検討を行うこと。 

 右決議する。 


